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１．東神楽町の概要 
  （１）位置 
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（２）人口の推移 
東聖・ひじり野地区
H25：5,632人
H32：6,001人
H36：6,022人

人口増加地区
人口減少地区

中央・市街地地区
H25：3,667人
H32：3,642人
H36：3,576人

+6.5％

+0.3％

-0.7％

-1.8％
忠栄地区
H25：359人
H32：309人
H36：280人

-14％

-9.4％

稲荷地区
H25：86人
H32：74人
H36：67人

-14％

-9.5％

聖台地区
H25：72人
H32：60人
H36：55人

-16.7％

-8.3％

八千代地区
H25：36人
H32：31人
H36：29人

-13.9％

-6.5％

志比内地区
H25：138人
H32：121人
H36：112人

-12.3％

-7.4％

東神楽町全体の人口推移 

平成２５年度 １０，２９９人 

平成３２年度 １０，２３８人 

平成３６年度 １０，１４１人 

3 



（３）ふたつの市街地 
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２．東神楽町花のまち景観計画 

（１）基本理念 

（２）基本姿勢 
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（3）景観ごとの方針（景域） 
市街地景観エリア 

沿道景観エリア 

河川景観ライン 

景観ポイント 

丘陵・森林景観エリア 
空港景観エリア 

市街地景観エリア 

農地景観エリア 
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３．良好な景観形成に向けたルール 
  （１）景観形成基準の方針 

 
●景観形成基準の方針 
・大雪山への眺め、視点場からの眺望を阻害しない。 

・自然景観や農業景観を損なわないように配慮する。 

・東神楽町の田園風景と調和したデザインとする。 

＜建築物＞ 

＜開発行為＞ 

＜工作物＞ 
位置 
配置 規模 

形態 
意匠 
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（２）景観まちづくりの進め方 

①意識づくり 

 

②情報発信 

 

③継続性のある仕組み・体制づくり 

 

④人材育成（花育） 
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種別 届出の対象となる行為 行為の規模・内容 

建築物 

新築・移転 
・高さ10mを超えるもの又は延べ面積100㎡を超えるも
の 

増築・改築 
・増築・改築後の高さが10m又は延べ面積100㎡を超え
るもの。（ただし、増築又は改築に係る部分の床面
積が10㎡以下のものは除く） 

外観を変更する場合 
・高さが10m又は延べ面積100㎡を超える建築物の外観
の変更で、一壁面の変更面積がその面の50％を超え
るもの 

工作物 

柵・塀・擁壁・その他 
これらに類する工作物 

・高さ3mを超えるもの 

上記以外の工作物 
・高さ10m又は築造面積100㎡を超えるもの 
・建築物と一体となって設置される場合は、地盤面か
ら当該工作物までの高さが10mを越えるもの 

外観を変更する場合 
・上記の規模に該当する工作物ので外観の変更で、一
壁面の変更面積がその面の50％を超えるもの 

開発行為 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 ・当該行為に係る土地の面積が1,000㎡を超えるもの 

その他 

土地の形質の変更（都市計画法に規定する開発行為を
除く） 

・当該行為に係る土地の面積が1,000㎡を超えるもの 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積（雪、
農業用に供する有機物（堆肥）、土地改良事業等における敷地
内の土石の堆積を除く） 

・堆積物の高さ3mかつ面積が1,000㎡を超え、堆積期
間が30日以上のもの 

景観法において届出を不要としている行為 
・通常の管理行為、軽易な行為 
・地下に設ける建築物や工作物の建設等 
・仮設の工作物の建設等 
・非常災害時のため必要な応急措置として行う行為 
・その他法令等の規定に基づき行われる行為 
・屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は掲出物件の設置 

（３）届出の対象となる行為 

9 



（４）区域別の景観形成基準 
①市街地景観区域 【目標とする景観シーン】 

象徴的で親しみのもてるデザインの建築物 

既存の豊かな緑の保全 

街路樹の育成、維持管理による緑豊かな沿道 

過度な装飾を控えた統一感のある道路付属物や看板 

多様な花と緑の装飾による潤いと彩り 
花や緑に映える色彩や素材を用いた人工物 

落ち着いた色彩、光沢が少なく花や緑を活かす素材で清潔感がある 
付帯設備も建築物と一体的に計画されている 

高さ、壁面位置などがそろい、統一感がある 

敷地境界から後退し、周囲にゆとりある配置 

花や緑による潤い 
自然素材等の工作物の組み合わせ 

●まちの顔となる景観 

●みどりの潤いと花の彩り、建築物等が調和した清潔感と落ち着きのある住宅地の町並み 
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（４）区域別の景観形成基準 
①市街地景観区域 【目標とする景観シーン】 

●山並みへの眺望が確保され、道路空間と沿道施設が調和する緑豊かな沿道（幹線など） 

●樹木を中心に地域の緑地帯を形成している工業団地、大規模施設の景観 

山並みへの眺望の確保 

街路樹などを中心とした緑豊かな沿道 

看板、電線などがなくすっきりとした道路空間 

植樹枡の草取り、植栽の維持管理 

沿道緑地と調和した建築物・工作物 
夜間は暖かみのある照明で落ち着いた雰囲気 

緑化スペースの確保、適正な管理 

敷地周囲の緑化 
※東神楽工業団地の環境整備規定とも適合 

建築物、工作物ともに周辺に配慮した形態・意匠 

緩衝緑地により、道路から工場や作業スペースが 
見えない 
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（４）区域別の景観形成基準 
②農地・丘陵・森林景観区域 【目標とする景観シーン】 

●水田や畑地の緑、山並みや広い空など周辺の景観と調和した印象深い農地景観 

●水田や畑地、起伏に富む地形、森林の緑がのびやかにつながる丘陵地景観 

敷地前や間口前への花や緑による緑化 

整頓された農業資材・器具 

ゆとりある配置 

眺望や周囲の景観をさえぎらない高さ 

光沢の軽減、素材の色 
落ち着いた色彩（※秩序あるアクセントカラー） 

水田（棚田）、畑地の保全 

敷地周囲に植栽し、周辺の田園や自然景観と調和した建築物 

丘陵地や河畔林の保全 

眺望の確保 
（山並みの稜線や、周囲に広がる農地、丘陵地、森林への眺望） 
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（４）区域別の景観形成基準 
②農地・丘陵・森林景観区域  【目標とする景観シーン】 

●日々の暮らしに潤いややすらぎ、もたらす河川・河畔林を含めた水辺の景観 

適切に維持管理された河畔林の緑 

水辺空間に面する民地まわりの緑化 

山並みなどへの眺望の確保された水辺の親水、 
レクリエーション空間 
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（４）区域別の景観形成基準 
③空港沿道景観区域【目標とする景観シーン】 

●屋外広告物の規制による秩序と、花壇や植栽による彩りが市街地まで連続する沿線景観 

ウェルカム花壇、沿道植栽によるおもてなしの演出 

アイストップとなる緑地 

街路樹の適正な維持管理 

規制区域外や同境界も植栽などで連続性が保たれている 

※北海道屋外広告物条例による規制地域 

花・緑を活かす控えめなデザインの人工物 
夜間は暖かみのある照明で落ち着いた雰囲気 

花・緑を活かす控えめなデザインの人工物 
夜間は暖かみのある照明で落ち着いた雰囲気 

街路樹の適正な維持管理 

山並みへの眺望の確保（グリーンポート） 

ウェルカム花壇、沿道植栽によるおもてなしの演出 

沿道建築物は低層とし、色彩も抑えて調和 
視点場（ビューポイント）は緑豊かな休憩施設 

※北海道屋外広告物条例による規制地域 

●質の高い花壇や植栽、周辺の田園と調和した街路樹など観光客をもてなしする空港周辺 
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色相 彩度 

 
 

明度 

R（赤）  、YR（黄赤） ８以下 

0～10 Y（黄）系 ６以下 

上記以外その他 ４以下 

（５）色彩の基準 
東神楽町には多彩な景観要素があることから、多様な色合いを認め
つつ、周辺の景観との調和を図り、景観の基調となる部分は過度に
鮮やかな色彩にならないような基準としています。 
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十勝岳連峰 大雪山 

忠別ダム 

山並みへの眺望 
山並みへの眺望 

旭川市 

忠別川 

中央・市街地 

水田・畑地 

東聖・ひじり野 

ポン川 

森林公園 

水田 
東川町 

旭川空港 

ご清聴ありがとうございました。 
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